




現行（平成25年分～平成
27年分の所得税）（注意1）

平成28年分の
所得税（注意2）

平成29年分以後
の所得税（注意3）

上限額が適用される給与収入 1,500 万円 1,200 万円 1,000 万円

給与所得控除の上限額 245万円 230 万円 220 万円220 万円230 万円245 万円給与所得控除の上限額

1,000 万円1,200 万円1,500 万円上限額が適用される給与収入

の所所得税得税（注意意33）の
平成成29年分年 以後後平成成29年分年 以後後
の所所得税得税（注意意3）3の 意意所 税税 意得得 意得

年年 後
所得所得税税（注意意22）
平成成28年分年 の成成平成成28年分年 の
所得所得税税（注意意2）2所所 税 意意所 税税 意意得得 意得
成 8年年 の8

27年分の所所得税得税）（注意意1）年 の
現行現行（平成成25年分年 ～平成成現行現行（平成成25年分 平成成
27年分の所所得税得税）（注意意1）年 の 意意所 税税 意得得 意得

平成平成平成平成292929年年年年分年年999年分分ののののの













（表）ここ 5年間における添田町人口増減の推移（人）
自然要因 社会要因

出生 死亡 増減 転入 転出 増減
平成24年 58 187 △129 338 373 △35
平成25年 57 186 △129 260 340 △80
平成26年 58 190 △132 263 335 △72
平成27年 67 184 △117 263 317 △54
平成28年 50 195 △124 315 335 △20
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